
特 集論 文 《リハ ビリテ ィー シ ョンを考 え る》

地域に根ざした理学療法による地域貢献と可能性

保健医療福祉の過疎地での展開

川ロ 徹

は じめに

リハ ビリテーションとい う言葉 は、近年 ほ

とん どすべての人が意味を理解 し、その言葉

を使用す るようになってきている。い うなれ

ば市民権を得たものと考えることができる。

しか し、 リハ ビリテーションと関わ りの深い

理学療法については、その言葉 自体 も多くに

知 られているレベルには達 してお らず、その

内容 にいたっては、言 うに及ぼない。 したが

って、理学療法を地域展開す るに して も、医

療機関などで理学療法 を受けた人たちとその

周 りの人たち以外は、その重要性 を理解 して

い るとは考 えに くい。理学療法 を知ってもら

うような活動が必要であることは、理学療法

士 自身が思っていることではあるが、なかな

か実行 しているとは言 えない現状 にある。

さて、上記 した一般論は青森県においても

あてはま り、一般に理解 を得 るためには理学

療法 に対す る啓発活動が重要ではあることは

自明である。本稿ではその ような現状を頭の

片隅においていただきなが ら、理学療法につ

いて理解 していただき、そ して、青森県の中

で も保健医療福祉の過疎地域 といえる下北地

域に焦点を当て、筆者が所属 している青森県

立保健大学の下北地域 における取 り組みか ら、

訪問理学療法の展開について述べ、 リハ ビリ

テーションおよび理学療法の現状 と課題、今

後の展開について論 じてい くこととす る。

理学療法 とは

理学療法および理学療法士は、昭和40年 に

制定 された「理学療法士及び作業療法士法(昭

和四十年六月二十九 日法律第百三十七号)」に

規定 されてお り、そ こでの理学療法 とは、身

体に障害のある者に対 し、主 としてその基本

的動作能力の回復を図るため、治療体操その

他の運動 を行なわせ 、及び電気刺激、マ ッサ
ージ、温熱その他の物理的手段を加 えること

である。 当時の理学療法では、対象疾患が脳

卒中などの脳血管障害 と整形外科疾患がほと

ん どであったが、現在では対象疾患が幅広 く

増 えてきている。 これは、疾病構造が変化 し

てきていることに加 え、手術後の身体回復や

広 く体力回復などの必要性が浸透 してきてい

ることも理由の1つ と考 えられる。
一般的にリハ ビリテーシ ョン専門職 は

、理

学療法士、作業療法士お よび言語聴覚士 とさ

れ る。作業療法は、主 としてその応用的動作

能力又は社会的適応能力の回復を図るため、

手芸、工作その他の作業を行 なわせ ることと

であ り、言語聴覚士は、言語訓練その他の訓

練 、これ に必要な検査及び助言、指導その他

の援助を行 うことを業 とす る。言葉の リハ ビ

リテーシ ョンとい う意味ではわか りやすい言

語聴覚士を除いて、理学療法士 と作業療法士

は、基本的 と応用的の違いはあるものの動作

回復を図ることが法律に うたわれてお り、似

たよ うなことができるように思 う人 も少なく

ない と考える。 しか し、前述 した機能 回復の

手段が大 きく異なってお り、適材適所 でこの

2種 類の リハ ビリテーシ ョン専門職 を使い分

ける必要がある。

理学療法 とリハ ビリテー ションは表裏一体

と思われている。 しかし、すでに介護予防な

どをもふ くめて、健康維持や障害予防 といっ

た分野にも理学療法が利用でき、その利用価

値 は幅広い。 したがって、理学療法は リハ ビ

リテーシ ョンとい うパラダイムの中だけに存

在 させ るのではなく、身体機能や運動 を中心

としたさま ざまな事柄に対するアプローチで

あることを再確認 し、パ ラダイムシフ トをす

る必要があると考 える。そ して、このよ うな

一14一



表1平 成18年 度高齢者人ロ等調(平 成19年2月1日 現在 市町村報告)

総人ロ

65歳 以上人ロ 75歳 以上人ロ

一人暮らし

老人

総数 割合 総数 割合 総数 割合

A B B/A C C/A D D/B

むつ市 66,605 14,780 22.19 6,798 10.21 1,800 12.18

大間町 6,409 1,493 23.30 708 11.05 126 8.44

東通村 7,800 2,097 26.88 1,034 13.26 202 9.63

風間浦村 2,713 816 30.08 376 13.86 98 12.01

佐井村 2,734 896 32.77 453 16.57 167 18.64

計(平均) 86,261 20,082 23.28 9,369 10.86 2,393 11.92

理学療法の利用価値が幅広いとい うことを何

らかの機会のあるごとに社会的に示 してい く

必要がある。理学療法の展開を幅広 く、特 に

地域 を中心に医療機関等か ら飛び出していろ

い ろな活動 をしてい くことが必要である。今

後の理学療法の発展には地域での活動が鍵 を

握ってい ることは間違いない。

下北 地域 の現状

下北地域 は本 州最果 ての地域 で あ り、むつ

市 、東通村 、風 間浦村 、大 問町、佐井村 の1

市 、1町 、3村 か らな る。 下 北地 域 の面 積

1414.87km2の 中には81221人 が暮 らしてお り、

人 口密 度 は57.4人/km2と 少 ない(青 森 県統

計:平 成19年10月)。 過 疎地域 自立促進特 別

措置 法(平 成12年3月31日 法律 第十 五号)

の規 定 に よる と、下北 地域 で過疎 地 とされ る

場所 は、む つ市 の旧川 内町 、 旧大畑町 、 旧脇

野沢 村の 区域 、東通村 、風 間浦村 、佐井村 で

あ り(平 成19年12月1日:総 務 省 自治行 政

局過 疎対策 室)、旧むつ 市 と大 問町以外 は公 的

に も過 疎地 とされて い る。各市 町村 の位置 関

係 を図1に 示す 。

さて、保健 医療福祉 で は ど うか とい うと、

そ の見方 でい ろい ろな解 釈 がで きるた め、一

定 の基準 を もって判 断 した い。 した がって、

本稿 で は高齢 障害者へ の保健 医療 福祉 の視 点

大間町佐井村

むつ市脇野沢地区

風間浦村

むつ市大畑地区

東通村

旧むつ市

むつ市川内地区町

図1下 北地域の市町村

青森市

で捉えることとし、介護保険サー ビスから状

況 を捉 えてみる。表1は 青森県の統計資料か

ら下北地域 の各市町村の高齢者人 口部分を抜

粋 したものである。下北地域 のどの市町村に

おいても65歳 以上の老年人 口が総人 口に占

める割合が20%以 上であ り、最近 よく言われ

る超高齢社会 となっている。加 えて、一人暮

らしの老人の割合 も少なくな く、下北地域全

体では高齢者の約1割 が一人暮 らしとい う現

状 にある。 これに対 して下北地域の病院は4

病院であ り、総合病院 としてはむつ総合病院

しかない。介護保険施設をみると、介護老人

保健施設 はむつ市に2ヵ 所、東通村 に1ヵ 所

あり、介護老人福祉施設はむつ市に8ヵ 所、
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大間町に1ヵ 所 ある。つま り、風 間浦村 と佐

井村では介護保健施設がない状況にある。

リハ ビリテーション的視点で見ると、 リハ

ビリテーシ ョン専門職 といわれ る理学療法士、

作業療法士、および言語聴覚士がいる病院 ・

診療所は、むつ市に2ヵ 所、東通村 に1ヵ 所、

大間町に1ヵ 所 ある。その他、介護老人保健

施設3ヵ 所 とむつ市にある介護老人福祉施設

1ヵ 所 に リハ ビリテーション専門職が所属 し

てお り、風間浦村、佐井村には リハ ビリテー

シ ョン専門職がいない。下北地域 の理学療法

士をみると、平成20年1月15日 現在では、

むつ総合病院に10名 、むつ リハ ビリテーシ ョ

ン病院に5名 、大問病院に1名 、東通診療所

に1名 でお り、むつ市の介護老人保健施設 シ

ルバーケアセンターむっに1名 、東通村の介

護老人保健施設野花菖蒲の里に1名 、むつ市

に在住 している自宅会員が1名 いるのが現状

であ り、下北地域では合計20名 の理学療法士

がいることになる。その中で在宅の理学療法

を行っているのがむつ リハ ビリテーシ ョン病

院だけであ り、全体的な理学療法の数が少 な

い分、在宅での理学療法サー ビスが少ない状

況である。少 し加えさせていただ くと、むつ

市でも先の過疎地域 自立促進特別措置法の規

定で過疎地域 とされている旧川内町、 旧大畑

町、旧脇野沢村 の区域でも、 リハ ビリテーシ

ョン専門職は脇野沢地 区に非常勤で週に何回

か勤務す る作業療法士がい るだけである。

下北地域での青森県立保健大学の取 り組み

青森 県立保健大学は、県民へのニーズ調査

によって、看護学科、理学療法学科、社会福

祉学科の3学 科で平成11年4月 に誕生 した大

学である。 したがって、地域貢献を含めた青

森県民の保健医療福祉の充実を担 う期待を背

負ってい る。特に下北地域のような人 口的に

も保健 医療福祉的にも過疎地 とされる地域 に

対 しては、優秀 な医療従事者を排 出して定着

させ ることだけにとどまらず、教員 自体によ

る直接的な関与が必要 と考える。その方法 は

様々であるが、その 目的は地域 の医療従事者、

福祉職従事者に対す る指導、お よび地域住民

に対す る指導などが考えられる。青森県立保

健大学は前述のとお り地域住民のニーズ調査

か ら育成する専門職種が決定 したことから考

えても、大学の使命 としても、地域貢献を柱

に様々な取 り組みを行い、地域住民のニーズ

に少 しでも答えてい くことが、青森県に存在

す る命題 になると考える。

青森県立保健大学理学療法学科では、特に

下北地域 を中心 とした研究 を柱に実践研究に

より地域貢献を行ってきた。特に大間町にお

いては平成11年 度か ら平成13年 度にかけて

当大学で行 われた 「ケアマネジメン トの地域

実践計画 と教育方法改善に関する研究」 とい

う青森県立保健大学健康科学特別研究の中で

の研究の一環 として、大問町の在宅障害者に

対す る訪問理学療法活動が行われた。その後

の平成14年 度は、「地域のケアマネ ジメン ト

におけるリハ ビリテーシ ョンの有効性 と教育

方法に関する研究」 とい う同特別研究の異な

る研究課題で、同 じよ うに在宅障害者 に対す

る訪問理学療法が継続 して行われ続 けてきた。

平成15年 に青森県立保健大学研究研修セ ン

ターが、健康科学教育セ ンター と研究センタ
ー とに分離 して改組 され、健康科学教育セ ン

ターに教育的機能が特化 された。そのため、

平成15年 度か らは、大学の地域貢献の一部 と

して、健康科学教育セ ンター研修科の下北支

援 プロジェク トとして大間町にお ける訪問理

学療法が継続 された。平成16年 度からは、大

間病院で リハ ビリテーシ ョン部門が設置 され、

理学療法士お よび作業療法士が常勤 となると

い うことで発展的に解消 された。

少 し前後す るが、平成15年7月 には 「下北

地域医療圏にお ける保健医療福祉体制 に係わ

る協力方 について」一部事務組合下北医療セ

ンターか ら依頼 され、むつ リハ ビリテーシ ョ

ン病院への支援が始 まった。支援内容 として

は、看護学科、理学療法学科、社会福祉学科

の教員が職員指導 を中心に、 リハ ビリテーシ

ョンに特化 したむつ リハ ビリテーシ ョン病院

を支援す ることであった。特に理学療法に 目
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を向けてみ ると、 リハ ビリテー ション病院 と

い う名称がついていたにもかかわ らず、 リハ

ビリテーシ ョン専門職がお らず、むっ総合病

院か ら1月 に1回 の割合で派遣 された理学療

法士によ り職員指導が されていた状況にあっ

た。そこで、当該病院にリハ ビリテーシ ョン

に従事 していた職員に対 し、毎週1回 程度の

割合で、入院 してい る患者に対す る理学療法

技術 を直接的に指導す ることとし、平成16

年度までの約1年 半の期間継続 し、平成17

年にはよ うや く理学療法士が入職 し始め、理

学療法技術 を直接的に指導は発展的に解消 し

たが、特に看護部門ではスタッフ教育が現在

も継続 している。

現代GPが 採択 されてか ら

文部科学省では、各種審議会からの提言等、

社会的要請の強い政策課題 に対応 したテーマ

設定を行い、各大学等か ら応募 された取組の

中か ら、特に優れた教育プロジェク ト(取組)

を選定 し、財政支援を行 うことで、高等教育

の活性化が促進 され ることを目的 とす る 「現

代的教育ニーズ取組支援プ ログラム(現 代

GP:goodpractice)」 を大学教育改革の柱 に

している。採択 されたプログラムに対 して、

取 り組みがなされている期間中には、文部科

学省か ら大学改革推進等補助金が支給 され、

よりよい教育がなされ るよ うに支援 され る。

当青森県立保健大学は、平成17年 度に提 出

した取 り組みである 「下北地域 を元気にす る

学生参画型教育」が現代GPに 採択 された。こ

れは平成17年 度か らの4年 間、主にフィール

ドワークを中心 とした、保健医療福祉か らの

視点での学生参画型教育を通 して、下北地域

を今以上に元気にしようとい う取 り組みであ

る。 あくまでも教育が主であるが、それを実

行す るための素地作 りのために、教員が下北

地域 に入 り込んで地域貢献を含めて、学生参

画型教育の側方支援を行 うこともプ ログラム

に盛 り込まれている。現代GPに おいて これ ら

の取 り組み を円滑に行 うために、当大学では

下北地域でのサテライ ト拠点である下北地域

センターを立ち上げ、下北地域での地域貢献

を支えている。現代GPに おいての教員 の下北

地域での地域貢献の取 り組みは、主として下

北地域の一般住民に対す る講演活動がある。

現代GPに おける理学療法の関わ りでは、前

述 の講演活動のほかに、平成18年 度か らはむ

つ市脇野沢地区においては、在宅障害者の家

庭訪問を実際に行い、身体機能 を維持 して も

らうために、家庭で行える運動を指導する活

動 を行ってきた。さらに、平成19年 度か らは、

佐井村において介護保険による特定高齢者に

対す る介護予防活動 の支援が始まった。下北

地域での理学療法士の活動 をみると、定期的

にむつ総合病院か ら理学療法士が派遣 されて、

下北地域の各町村 において機能 訓練事業行わ

れ ていた経緯がある。 しか し、介護保険での

特定高齢者への介護予防が各市町村の責任の

下で行われることにな り、各町村の機能訓練

事業のための予算獲得が困難 になったことも

あり、発展的に解消 された。現代GPで は、広

く理学療法の活用 を含めた リハ ビリテーシ ョ

ン知識 ・技術の活用を進 めるべ くPR活 動を行

ってお り、下北地域 の一部の地域で理学療法

の必要性が認め られ、むつ市脇野沢地区と佐

井村での取 り組みにつながった ものと考える。

特にむつ市脇野沢地区では、昨年度 に訪問

をした在宅障害者 に今年度 も訪問をしたが、

理学療法が定期的に行われていないにもかか

わ らず、ほとんどの人は運動機能的がほとん

ど低下 していなかった。 これは、多くがむつ

市脇野沢地区にある介護老人福祉施設せせ ら

ぎ荘の通所介護に通っていることが1つ の要

因であると考え られた。 さらに、むっ市脇野

沢地区の保健師が、昨年度の在宅訪問での理

学療法評価 に基づいた立案 された理学療法プ

ログラムをせせ らぎ荘の通所介護 と連携 し、

通所介護の時間に行 ってもらうような体制を

敷いたことも大 きな要因と考えられた。 した

がって、それほど頻 回に理学療法士が直接障

害者に関わ らなくとも、正 しい理学療法評価

に基づいた運動指導が定期的に行われれば、

運動機能の低下 を防げることが理解できる。
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表2大 間町での訪問理学療法の対象者内訳

年齢(歳) ～59 60～69 70～79 80～ 計

男性(人) 7 7 6 3 23

女性(人) 8 3 9 8 28

理学療法の効果 について

理学療法の手段で多 く使われ る筋力強化の

頻度 については、一般 に週 に2～3回 は必要で

あるといわれている。 これは、単なる関節 に

重 りをつけて反復す るだけもものだけでな く、

動作反復などによる運動 も含んでのことであ

る。そ して、いつ も生活 している程度の運動

負荷 よりもやや強い負荷をかけることが運動

機能 を維持す ることにつながると言われてい

る。 したがって、運動機能を維持するために

は、これ らのことを念頭 に置 く必要がある。

前述 したむっ市脇野沢地区での在宅訪問によ

る理学療法 自体は年に1回 程度の頻度である

が、そ こで立案 されたプログラムを定期的に

行ってい るか らこそ運動機能が維持 されてい

ると考える。

前述 した平成11年10,月 か ら平成16年3

月まで行われた大間町での訪問理学療法で も、

当大学 が あ る青森 市 か ら大 間町 まで は約

140kmあ り、 自家用車で3時 間以上 もかかる

ため、集 中 して行いたい在宅障害者に対 して

も、多 くとも1ヶ 月に1回 程度 しか訪問でき

なかった。在宅理学療法は1件 につき約40

分か ら60分 程度の運動指導を行 うものであ

り、大間町役場 と連携 を取 り、保健福祉課の

保健師1名 が専任の担 当とな り、訪問理学療

法が必要な人を把握 し、対象者の調整を行 っ

てきた。

この訪問理学療法は、実際には平成11年

10.月か ら平成16年2月 まで行われ、訪問件

数は262件 、訪問 した障害者は51名(男 性

23名 、女性28名)で あった。主な疾患は脳

卒 中が34名(67%)、 明かな運動器 の障害のな

い認知症が3名(6%)、 その他 が14名(27%)

であ り、脳卒中の占める割合が多かった。そ

の他の内訳はさまざまであ り、変形性股関節

症 、 リウマチ、胸椎カ リエスなどの整形外科

的疾患のほかに、コルネ リア ・デ ・ランゲ症

候群 といった先天性疾患、および脳性麻痺な

どと疾患が多岐にわたっていた。年齢および

男女別訪問理学療法実施件数(表2)を み る

と、60歳 以上の高齢障害者が概 して多かった

が、小児も3名 ほどお り、幅広い年齢層であ

った。

この訪問理学療法対象者 はすべて大間町在

住であったため、介護保険サー ビスの種類に

制 限があった。 さらに、当時は大問病院に リ

ハ ビリテーション専門職がお らず、 リハ ビリ

テーシ ョン医療 を受けることもままな らなか

った。っま り、通所 リハ ビリテーシ ョンお よ

び訪問 リハ ビリテーシ ョンのサー ビスがなか

ったとい うことである。実際に介護保険によ

るサー ビスを受 けてい るが運動機能 をケアす

るサー ビスがないため、提供できるサー ビス

が不十分であったと考える。大間町には介護

老人福祉施設があ り、通所介護 が行われてい

て、何人かの対象者 が通っていたが、 リハ ビ

リテーシ ョンに従事す る職員がいなかったた

め、運動ができる環境ではなかった。しかし、

これ らの在宅障害者 において、明確なデータ

としては明 らかに していないが、生活 レベル

においては寝たきりなどになった対象者はお

らず、おおむね運動機能を維持す ることが出

来たと考 える。

これ らの大間町での取 り組みについては、3

事例 を中心 として川 口1)に よる具体的な報

告 もされているが、運動機能向上はなかった

にせ よ、身体機能の維持がな されていた。当

大学による理学療法士がほんの1ヶ 月に1度 、

時間に して1回40～60分 程度の訪問で行える

ことはほんのわずかである。 しか し、それで

も訪問理学療法 を心待ちに している在宅障害

者 の方がお り、確実にQOLを 高めていると言

える。運動機能面でケアされているとい う安

心感は、事例だけでなくむ しろその介助者に

強 くあるのかもしれない。訪 問理学療法指導

で行われ る技術面だけでな く、理学療法士が

行 う励ます声がけや 「大丈夫ですね」 とい う
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一言一言が在宅障害者の支えになっていると

感 じることができた。筆者 とともに下北地域

での理学療法活動を率先 してやってきた伊藤

ら2)よ って も、東通村、六ヶ所村での、大間

町 と同様な身体機能の低下予防をね らいとし

た低頻度の訪問理学療法によって、 日常生活

活動の 自立度が向上 した とい う報告がある。

っま り、身体機能の向上が見込まれなくとも

日常生活活動が改善す ることを示唆 してお り、

大間町での訪問理学療法 と同様に、理学療法

士が在宅の障害者 と関わ りを持って、励ま し

なが ら生活 を援助す ることが、生き生き した

生活 につながるとい う結果に結びついたもの

と考 えられた。

下北地域での活動総括 と理学療法発展

大間町での訪 問理学療法の終了後、担当 し

た保健師の報告を列記する。

1)運動 目標 を持つ ことが励み とな り、 日常生

活活動の改善が見 られ、閉じこもり生活か ら

意識が外に向 くよ うになるなど、支援の幅が

広がった。

2)関係機 関と連携をとりサー ビスの見直 しや

新たなサー ビスの提供ができた。

3)関係者が必要時に同行訪問した ことで、よ

りよいサー ビス提供につなぐことができた。

4)大 間病院の訪 問看護の看護師の 自己研鐙の

場 として も活用 され連携が とりやす くなった。

5)通 所介護 を実施 している施設側への支援の

あ り方を学ぶことができ、連携 ・協力を得 る

ことができた。

6)地域ケア会議で訪問理学療法の状況を情報

提供 した ことで、対象者の支援のあ り方を検

討 し確認す ることができるようになった。ま

た、在宅ケアにおける理学療法士の必要性を

共有できた。

以上の ことか ら考 えると、本訪 問理学療法

は大問町の在宅障害者 を支えている保健師の

立場で考えると一定の成果があった と考え ら

れ る。

病院の リハ ビリテーション部門での理学療

法士は、概 して病院内にとどまった理学療法

だけ しか展開できない場合が少なくなかった。

言い換 えるならば、受身的な立場でいた場合

が多 く、病院内だけの診療で手一杯 とい うこ

とになっていた場合 が多かった とい うことに

なる。在宅生活での理学療法指導の重要性は

分 かっているが、理学療法士が病院のシステ

ムの中に組み込まれている場合が少な くない

ため、病院側に柔軟性がなければ在宅での理

学療法を公 に展開す ることができないことが

多かったよ うである。今か ら20年 以上も前の

話 になるが、筆者が地方 自治体の病院に勤め

ていたときは、在宅訪問して理学療法を展開

す るシステムがなかったため、在宅訪 問して

の指導が必要な患者 には、 自分の公休 を利用

して在宅訪 問を し、退院前の指導に役立てた

経験を持っ。何 とか して病院を飛び出 して地

域 で活躍 しよ うとした黎明期であったのかも

しれない。介護保険が始まる前までは、どう

しても在宅で理学療法を展開することが行わ

れ にくかったこともあ り、このような現状に

対 し、伊藤 ら3)は 、医療機関に所属す る理学

療法士の退院患者 に対す る責任を強く提示 し

ている。言い換 えるならば、地域に密着 しな

ければな らない ような病院の理学療法士が病

院診療 とい う狭い活動範囲にとどまることは、

その周辺地域に在住 している障害者 を中心 と

した地域住民の期待 を裏切 ることになる。ま

た、鶯 ら4)は 、理学療法士の訪問活動 は高齢

障害者の在宅生活 を支援す るためには必要不

可欠 とまで言い切っている。特に閉 じこも り

がちになる高齢障害者には、手厚いケアが必

要であることを示唆 している。

現在では、在宅医療の重要性が取 り上げ られ、

訪 問 リハ ビリテーションは診療報酬的に、あ

るいは介護保険的に制度的にも確立され、行

われ るようになってきている。そのよ うな状

況では、 どうしても他専門職 に理学療法を知

ってもらうことが重要になる。一般 に、理学

療法士な どのリハ ビリテー ション専門職 は、

特殊な技術があるためか、いろいろな相談を

したいけ ど敷居が高いように言われ ることも

少 なくない。 これ らを払拭するには、やは り
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受身的なスタンスを止 め、能動的なスタンス

を取 り、他専門職の中にいろいろな形で飛び

込んでい くことが必要 と考える。このことは、

チーム ・アプローチにも積極的に とけ込む姿

勢にもっながる。チームを組んでアプローチ

をす ると、お互いの役割 を確認でき、有効活

用を して もらうことができる。 これが地域 に

理学療法を啓発 してい く大きな方法であると

考 えられ る。それぞれの地域の積極的な関わ

りがあってか らこそ可能であると考えられ、

地域 に還元できる方法 を探 るためのアンテナ

をさらに張 り巡 らし、地域の専門職 との連携

を持って活動 してい くことが、我 々の使命で

もあると感 じている。ただ し、これは相手の

立場があってのことであり、あんま りにも能

動的すぎて相手に迷惑 をかけないよ うな配慮

が必要なのは言 うまでもない。

コミュニテ ィワークにおける理学療法の発展

過疎地域での理学療法の展開を多方面か ら

みてきた。理学療法は医療職 として誕生 し、

医療 中心の道 をしばらく歩んできたが、1999

年か らの介護保険制度の誕生か ら、病院を中

心 とした医療か ら在宅医療、ひいては広 くケ

アといった人を支える包括的な概念の中で、

その技術を展開できるようになってきた。

渡邉5)は 、日常的な暮 らしが安心感をもっ

て維持継続 して送れ ることを支援することが

社会福祉 の基本であ り、そのための具体的な

支援が機能できるように、 コミュニテ ィワー

クがあり、それは地域社会の基盤 を整理 し、

環境 を整え、予防的福祉(福 祉教育 ・共育 ・

協育)を 展開す ることと整理できるとしてい

る。非常に広い概念ではあるが、理学療法の

展開もこのようなコミュニテ ィワークといっ

た広いパラダイムの中にしっか りと位置づけ

られ、展開されるのが理想であると考 える。

前述 したが、医療お よび リハ ビリテーシ ョン

といったパ ラダイムか らどうしても抜けきる

ことができない、あるいはそのよ うな理学療

法士が多いように感 じるのは、理学療法が リ

ハ ビリテー ション医療 とともに発展 してきた

か らだ と考 える。や は り広 く理学療 法 を位置

づ け るパ ラダイ ム シフ トが必要 と考 える。

地 域 リハ ビ リテ ー シ ョン は 英 訳 す る と

Co㎜unityBasedRehabilitationで あるた め、

地 域 理 学 療 法 の 英 訳 は 、Co㎜unityBased

PhysicalTherapyと い え る。 っ ま り、地域理

学療法 は地域社会 にお け る安心 システ ムの 中

の1つ と考 える ことが重要 で あ り、 コ ミュニ

テ ィ ワー クの中で息づ くこ とが必 要で ある。

したがって 、理学療 法 は身 体機 能 の維 持 が安

心感 を もった暮 らしを継続 す るための一手段

で あ るこ とを再認す べ きで ある。 ただ し、理

学療法 士の私 に とっ ては、そ の手段 を とて も

大 きな一 手段 であ る と思 いたい。 コ ミュニ テ

ィワー ク とい う大 きなパ ラダイ ムの 中で、運

動 、身体機 能 の維持 改善 、障害予 防な どのキ

ー ワー ドを生 か して理学療 法 を展 開す るこ と

が 、 これ か らの理 学療法 の広い発展 に繋 が る

もの と考 える。
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